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・Ｓ５８海上保安庁告示第１３１号に基づく航路標識として必要

・点検等の際に、施設の目印として必要

亘理沖波高計は、仙台湾南部海岸の水防警報発表の基準となる唯一の観測所であり、危機管

理上必要不可欠な施設です。今回、施設の老朽化により流出の危険性が高いブイの更新を実施

しました。気象･海象の状況により何度か延期になったものの5月15日に撤去し16日に無事

設置しました。

ブイの設置 H30.5.16撮影
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ブイの撤去 H30.5.15撮影

大きな起重機船で
吊上げて撤去した
んだよ。ブイが小
さく見えるけど、
実際は約３０ｍも
あるんだ！

新しいブイは
高さ約3分の
１、重さは約
5分の1になっ
たんだって！
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